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まえがき 

この文書は，工業標準化法第 3 条の規定に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が

公表した標準仕様書（TS）である。 

この標準仕様書（TS）は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この標準仕様書（TS）の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があ

ることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特

許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

TS B 0034 の標準仕様書群には，次に示す部編成がある。 

TS B 0034-1 第 1 部：燃料油メーター 

TS B 0034-2 第 2 部：簡易燃料油メーター 
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燃料油メーター－取引又は証明用－ 

第 1 部：燃料油メーター 

Fuel oil flow meters-Measuring instruments used in  

transfer or certification-Part 1: Fuel oil flow meters 

 
序文 

この文書は，2007 年に第 2 版として発行された OIML R 117-1 及び 2014 年に第 1 版として発行された

OIML R 117-2 を基に，我が国の実情と合わせるために，技術的内容を一部変更して作成した TS である。 

また，この TS は，燃料油メーターが計量法の特定計量器として要求される要件のうち，構造及び性能

に関わる技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成しており，この TS の適合をもって計量法で

定める検定に合格したということにはならない。 

なお，この TS で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表をその説明を付けて，附属書 JH に示す。 

 

1 適用範囲 

この TS は，粘度が 0.1 Pa･s 以下及び温度が－20 ℃以上 50 ℃以下の揮発油，灯油，軽油又は重油［以

下，燃料油 1)という。］を計量するシステム（以下，計量システムという。）に適用する。ただし，燃料油

の小売用など 1 回ごとの計量値を表示する機構が 50 L 以下のものを除く。 

注記 この TS の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

OIML R 117-1:2007，Dynamic measuring systems for liquids other than water－Part 1: Metrological 

and technical requirements 

OIML R 117-2:2014，Dynamic measuring systems for liquids other than water－Part 2: Metrological 

controls and performance tests（全体評価：MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-2 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

注 1) 燃料油とは，ガソリン，灯油，軽油，重油など広範囲のものを指す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この TS に引用されることによって，この TS の規定の一部を構成する。これらの引

用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7611-2 非自動はかり－性能要件及び試験方法－第 2 部：取引又は証明用 

注記 対応国際規格：OIML R 76-1，Non-automatic weighing instruments－Part 1: Metrological and 

technical requirements－Tests 

JIS B 7615 電子化計量器－電磁環境試験方法 


